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１ ． 目  的                     

本 市 で は 、冬 期 間 に お け る 安 全 で 安 心 な 道 路 交 通 の 確 保 を

目 的 に 、『 柏 崎 市 除 雪 計 画 』 を 策 定 し て い ま す 。  

し か し 、除 雪 機 械 の 能 力 を 超 え る 記 録 的 な 豪 雪 や 短 期 集 中

的 な 降 雪 が 発 生 す る と 、目 標 と し て い る 除 排 雪 作 業 の 実 施 が

困 難 と な り ま す 。  

 こ の よ う な 状 況 下 で も 、快 適 な 市 民 生 活 と 社 会 経 済 活 動 を

維 持 す る た め 、 道 路 管 理 者 で あ る 国 ・ 県 ・ 市 の 連 携 ・ 協 力 は

も と よ り 、除 雪 事 業 者 や 市 民 の 皆 さ ま と の 協 働 に よ り 、安 全

で 安 心 な 道 路 交 通 を 確 保 す る こ と を 目 的 と し て い ま す 。  
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協働のイメージ図 
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２ ． 除 雪 計 画 期 間                  

 除 雪 計 画 期 間 は 、 次 の と お り で す 。  

令 和 ７ （ ２ ０ ２ ５ ） 年 １ ２ 月  １ 日 （ 月 曜 日 ） か ら  

令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年  ３ 月 ２ ０ 日 （金曜日・祝日）ま で  

 

た だ し 、 中 山 間 地 の 地 区 は 、 次 の と お り で す 。  

高 柳 ・ 南 鯖 石 ・ 鵜 川 ・ 野 田 ・ 別 俣 地 区  

令 和 ７ （ ２ ０ ２ ５ ） 年 １ ２ 月  １ 日 （ 月 曜 日 ） か ら  

令 和 ８ （ ２ ０ ２ ６ ） 年  ３ 月 ３ １ 日 （ 火 曜 日 ） ま で  
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３ ． 車 道 除 雪 ・ 歩 道 除 雪               

車 道 除 雪  

◆   除 雪 を 実 施 す る 路 線 は 、機 械 除 雪 が 可 能 な 路 線 で 、第

１ 種 除 雪 路 線 か ら 第 ３ 種 除 雪 路 線 に 区 分 し 実 施 し ま す 。

ま た 、 車 道 除 雪 は 、 早 朝 （ 翌 朝 ７ 時 ま で ） の 除 雪 完 了 を

目 標 と し て い ま す が 、降 雪 状 況 に よ っ て は 、昼 間 の 除 雪

も 実 施 し ま す 。  

 

◆   第 ３ 種 除 雪 路 線 は 、数 回 の 除 雪 作 業 で 堆 積 し た 雪 に よ

り カ ー ポ ー ト や 塀 な ど に 損 傷 を 与 え る と 判 断 し た 場 合 、

除 雪 を 実 施 で き な い こ と が あ り ま す 。こ の 場 合 は 、町 内

会 等 に お い て 道 路 除 排 雪 費 補 助 制 度（ １ ４ ペ ー ジ ）を ご

利 用 の 上 、 徐 排 雪 作 業 を お 願 い し ま す 。  
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歩 道 除 雪  

◆   歩 道 除 雪 は 、通 学 路 を 中 心 に 歩 行 者 が 多 い 路 線 を 、地

域 、 学 校 、 国 ・ 県 ・ 市 で 調 整 し 、「 雪 み ち 計 画 （ 歩 道 除

雪 計 画 ）」 を 策 定 し て い ま す 。  

◆   除 雪 を 実 施 す る 路 線 は 、 機 械 除 雪 が 可 能 な 路 線 で 、 A

水 準 か ら C 水 準 に 区 分 し 実 施 し ま す 。  
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４ ． 車 道 除 雪 目 標                    

◆   車 道 除 雪 目 標 は 、 第 1 種 除 雪 路 線 か ら 第 3 種 除 雪 路

線 に 区 分 さ れ ま す 。 ま た 、『 平 常 時 』 と 『 緊 急 時 』 で は

除 雪 の 手 順 が 異 な り ま す 。平 常 時 の 実 施 延 長 は 、６ ４ ５

ｋ ｍ で 、こ の う ち 緊 急 時 は 、６ ６ ｋ ｍ の 路 線 を 優 先 し て

確 保 し ま す 。  

平 常 時  

◆   平 常 時 の 除 雪 路 線 は 、 そ の 路 線 の 交 通 量 、 医 療 機 関 、

学 校 、行 政 機 関 な ど の 条 件 に よ っ て 、次 の 区 分 に 分 類 し 、

除 雪 目 標 を 設 定 し て い ま す 。  

区 分 適 用 基 準 除 雪 目 標 

第１種除雪路線 

（１２４ｋｍ） 

通勤通学道路及び国県道に通

じる道路で、交通量の多い主

要道路 

２車線以上を確保する。 

第２種除雪路線 

（１３６ｋｍ） 

比較的交通量が多く、第１種

についで重要な道路 

１車線を確保し、所々に待

避所を設ける。 

第３種除雪路線 

（３８５ｋｍ） 

機械除雪が可能な生活道路及

び道路幅はあるが交通量の少

ない道路 

１車線を確保する。（状況に

よっては除雪を実施できな

い場合がある。） 

 

 

 

 

 

 

 

除雪路線のイメージ図 

Ａ町内 Ｂ町内 

国 道 

県 道 

第１種 第２種 第３種 
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緊 急 時  

◆   緊 急 時 と は 、 連 続 異 常 降 雪 ※ が あ り 、 柏 崎 市 防 災 計 画

に 基 づ き 豪 雪 警 戒 本 部 、 又 は 豪 雪 対 策 本 部 が 設 置 さ れ 、

平 常 時 に よ る 対 応 が 困 難 と 判 断 し た 場 合 を い い ま す 。  

※  連続異常降雪とは、２４時間の降雪量が５０ｃｍ以上となった場合を

いいます。 

◆   緊 急 時 は 、 新 潟 県 が 指 定 し た 緊 急 確 保 路 線 と 連 携 し 、

緊 急 車 両 や 物 流 の 通 行 確 保 の た め 、優 先 的 に 除 雪 を 実 施

し ま す 。  

◆   緊 急 確 保 路 線 は 、 次 の と お り 実 施 し ま す 。  

区 分 適 用 基 準 除 雪 目 標 

緊急確保路線 

（６６ｋｍ） 

緊急車両や物流の確保を優先

させるため、第１種除雪路線

のうち市があらかじめ指定し

た路線 

２車線以上を確保する。 

 

緊 急 時 は 、 緊 急 確 保 路 線 を 優 先 的 に 除 雪 す る た め 、 そ の

他 の 路 線 の 除 雪 が 遅 れ た り 、 除 雪 で き な い こ と が あ り ま す 。 
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５ ． 車 道 除 雪 出 動 基 準                

車 道 除 雪 の 出 動 基 準 は 、 分 類 ご と に 次 の と お り で す 。  

新 雪 除 雪 の 出 動 基 準  

 

 

 

 

 ◆  積 雪 量 が 降 雪 状 況 や 気 象 情 報 に よ り 、 翌 朝 7 時 ま で

に １ ０ ｃ ｍ 以 上 予 想 さ れ る と き 。  

 ◆  連 続 降 雪 に よ り 積 雪 が １ ０ ｃ ｍ を 超 え 、道 路 交 通 確 保

が 必 要 と な っ た と き 。  

路 面 整 正 の 出 動 基 準  

 

 

 

 

 ◆  路 面 に 残 さ れ た 雪 の 凸 凹 や わ だ ち が 多 く 、交 通 の 支 障

と な る お そ れ が あ る と き 。  

 ◆  連 続 し た 降 雪 な ど に よ り 、圧 雪 が １ ０ ｃ ｍ を 超 え る お

そ れ が あ る と き 。  

新 雪 除 雪 は 、降 り 積 も っ た 道 路 上 の 新 雪 を 、除 雪 ド ー

ザ や 除 雪 グ レ ー ダ ー な ど の 除 雪 機 械 で 道 路 脇 に 寄 せ て

除 雪 す る 作 業 で す 。  

路 面 整 正 は 、 路 面 に 残 さ れ た 雪 の 凸 凹 や わ だ ち な ど

を 、 除 雪 ド — ザ や 除 雪 グ レ ー ダ ー な ど に よ り 削 り 取 っ

て 路 面 を 平 坦 に し 、 削 り 取 っ た 雪 を 道 路 脇 に 寄 せ る 作

業 で す 。  



8 

 

圧 雪 処 理 の 出 動 基 準  

 

 

 

 

 

◆  気 温 の 上 昇 、 チ ェ ー ン 装 着 車 の 通 行 な ど に よ っ て 、 圧

雪 の 形 状 ・ 性 質 な ど が 変 わ り 、 極 端 な 凸 凹 が 生 じ て 交 通

障 害 の 原 因 と な る お そ れ が あ る と き 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧 雪 処 理 は 、 通 常 の 除 雪 で は 取 り 除 け な い 路 面 上 に

発 生 し た 圧 雪 を 、 除 雪 ド — ザ や 除 雪 グ レ ー ダ ー な ど で

除 去 ま た は 削 り 取 る 作 業 で す 。路 面 整 正 と 比 べ 、比 較 的

長 時 間 の 作 業 と な り ま す 。  
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拡 幅 除 雪 の 出 動 基 準  

 

 

 

 

 

◆  連 続 し た 除 雪 作 業 で 道 路 脇 の 雪 壁 が 大 き く な り 、 必 要

な 道 路 幅 の 確 保 が 困 難 と な っ た と き 。  

排 雪 の 出 動 基 準  

 

 

◆   第 １ 種 、第 ２ 種 除 雪 路 線 の 除 雪 を 実 施 す る 上 で 、堆 雪

ス ペ ー ス の 確 保 が で き ず 、除 雪 目 標 で あ る 車 線 の 確 保 が

困 難 と な っ た と き 、 ま た は 、 交 通 ・ 保 安 ・ 消 防 ・ 救 急 活

動 に 支 障 が 生 じ る お そ れ が あ る と き 。  

排 雪 に よ り 交 通 状 況 に 大 き な 支 障 が 生 じ る お そ れ が あ

る 場 合 は 、 関 係 機 関 （ 警 察 署 、 消 防 署 、 バ ス 会 社 、 地 元 町

内 会 な ど ）と 連 携・調 整 し 、通 行 止 め 等 の 措 置 を 行 う な ど 、

速 や か に 排 雪 を 実 施 し ま す 。  

 

拡 幅 除 雪 は 、 除 雪 ド ー ザ な ど で 道 路 脇 に 寄 せ た 雪 で

で き た 雪 壁 を 、 ロ ー タ リ ー 除 雪 車 な ど で 掻 き 取 っ て 雪

壁 の 上 に 積 み 上 げ た り 、道 路 の 外 側 に 投 雪 し 、道 路 幅 を

拡 幅 す る 作 業 で す 。  

排 雪 は 、拡 幅 除 雪 な ど が 困 難 と な っ た 場 合 に 、道 路 上

に 残 っ た 雪 を ダ ン プ ト ラ ッ ク な ど で 運 び 出 す 作 業 で す 。 
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凍 結 防 止 剤 散 布 の 出 動 基 準  

 

 

◆   交 差 点 、 カ ー ブ 、 橋 り ょ う 、 急 な 坂 道 な ど 、 市 が 指 定

し た 路 線 の 路 面 凍 結 に よ り 、ス リ ッ プ 事 故 が 発 生 す る お

そ れ が あ る と き 。  

◆   パ ト ロ ー ル 車 な ど の 巡 回 の 際 に 、危 険 な 箇 所 を 発 見 し

た と き 。  

 路 面 の 凍 結 が 著 し く 局 部 的 な 場 所 に は 、 仮 設 の 凍 結 防 止

剤 置 場 を 設 置 し 、 人 力 に よ っ て 散 布 を 実 施 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凍 結 防 止 剤 散 布 は 、路 面 上 の 凍 結 を 防 ぐ た め 、凍 結 防

止 剤 を 散 布 す る 作 業 で す 。  
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６ ． 歩 道 除 雪                    

歩 道 除 雪 は 、 次 の 除 雪 区 分 と 除 雪 基 準 に よ り 出 動 し ま す 。 

◆   歩 道 除 雪 区 分  

除雪水準 呼 称 内   容 

Ａ 早朝除雪 
早朝（通勤通学前）、昼夜を問わず必要な時に

行う。 

Ｂ 昼間除雪 
昼間、必要な時に行う。（早朝、深夜は除雪し

ない。） 

Ｃ 
連続降雪 

後除雪 

２～３日程度の連続降雪が落ち着いた後、車

道除雪に余裕が出たときに行う。 

◆   歩 道 除 雪 基 準  

項 目 内   容 

出動基準 歩道上に２０ｃｍ以上の積雪が予想されるとき。 

除雪の幅 １．０ｍ以上を標準とする。 

確保状況 
長靴又は防寒靴で歩行が可能なこと。 

（自転車は対象としない。） 

確保基準 

除雪後の積雪の深さ５ｃｍを基準とする。除雪工法から

やむを得ない場合は、１０ｃｍ以下とする。 

圧雪が形成され、歩行に支障のない場合は、圧雪面 

からの積雪の深さとする。 

◆   歩 道 除 雪 を 実 施 す る 上 で 、堆 雪 ス ペ ー ス の 確 保 が 困 難

と な っ た と き は 、 排 雪 を 実 施 し ま す 。  
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７ ． 雪 捨 て 場 の 利 用                 

◆  除 排 雪 作 業 を 円 滑 に 実 施 で き る よ う 、 雪 捨 て 場 を 開 設  

し ま す 。  

◆  雪 捨 て 場 へ 排 雪 で き る も の は 、 次 の も の に 限 り ま す 。 

・ 道 路 の 交 通 確 保 の た め の 排 雪  

・ 公 共 、 民 間 の 駐 車 場 確 保 の た め の 排 雪  

・ 町 内 会 な ど が 一 斉 に 実 施 す る 屋 根 の 雪 下 ろ し に よ る 排 雪  

◆  雪 捨 て 場 は 、中 央 海 岸（ シ ー ユ ー ス 雷 音 と な り の 海 浜 ）

と な り ま す 。 ま た 、 指 定 区 域 は 柵 ・ ス ノ ー ポ ー ル ・ ロ ー

プ な ど で 区 画 し た 範 囲 内 と な り ま す 。  

 

 

 

 

 

◆  利 用 時 間 は 、 午 前 9 時 か ら 午 後 5 時 ま で で す 。（ 上 記

時 間 以 外 は 、 原 則 使 用 不 可 と な り ま す 。）  

◆  排 雪 の 際 は 、 事 前 に 利 用 届 ( ※ 1 ) を 市 役 所 道 路 維 持 課

へ 提 出 し て く だ さ い 。 な お 、 排 雪 を 事 業 者 委 託 す る 場 合

な ど は 、 手 続 き の 事 業 者 代 行 が 可 能 で す 。  

【 注 意 事 項 】  

 ・ 土 砂 、 ご み 、 危 険 物 な ど は 混 入 し な い で く だ さ い 。  

・ 排 雪 時 間 は 厳 守 し て く だ さ い 。  

・ 指 定 区 域 以 外 に 排 雪 し な い で く だ さ い 。  

・ 場 内 係 員 の 指 示 に 従 っ て 作 業 し て く だ さ い 。  

・ 交 通 渋 滞 を 起 こ さ な い よ う 、 運 搬 ル ー ト を 選 定 し て

く だ さ い 。  

※1＝申請書類は、市のホームページに掲載しています。 
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８ ． 市 民 の 皆 さ ま へ の お 願 い             

  敷地内の雪を道路に出すと、通行が妨げられ、事故や渋滞が発生するお

それがありますのでおやめください。ただし、屋根の雪下ろしなどでやむ

を得ず道路に雪を出す場合は、町内会が主体となり一斉に実施してくださ

い。また、交通の支障とならないようすぐに排雪処理を実施してください。 

（１４ページ 道路除排雪費補助制度をご利用ください。） 

  除雪車は、道路脇に雪をかき分けて除雪します。玄関前や車庫前を塞ぐ

ことなく除雪することは技術的に困難です。除雪車が通過した後の雪処理

は、各家庭、事業者、町内会などで実施していただきますようご協力をお願

いします。 

河川や水路に投雪すると、水の流れが堰き止められ、上流で水上がりの被

害が発生します。マンホールや雨水桝も同様ですので投雪はおやめくださ

い。

  路上駐車や歩道上に駐車すると、除雪作業の妨げになりますのでおやめ

ください。 

  除雪車は大型で運転席からの見通しが悪く、巻き込み事故などの危険が

あります。除雪車には絶対に近寄らないでください。

  道路上に伸びた庭木などが雪の重みにより通行車両と接触し、重大な事

故を引き起こすおそれがありますので、庭木のせん定をお願いします。 

  

  私有地の樹木が市道へ倒れると通行の支障となり、除雪作業ができなく

なりますので、倒木のおそれがある樹木は伐採をお願いします。 

積雪により、塀などの構造物が見えにくくなる場合があります。除雪によ

り破損のおそれがある構造物は、事前に撤去・補強するか、赤い旗など目印

の設置をお願いします。 

 



14 

 

９ ． 補 助 制 度 ・ 支 援 制 度               

 雪 の 処 理 に お 困 り の 皆 さ ま へ 補 助 制 度・支 援 制 度 を ご 紹 介

し ま す 。 必 要 な 方 は ご 利 用 く だ さ い 。  

名 称 概  要 補助率 お問合せ先 

道路除排雪費補助 

※１ 

道路幅が狭いため、市で機械除

雪ができない道路を町内会など

が除排雪する場合、かかった費

用の一部を補助します。 

７５％ 
都市整備部 
道路維持課 

☎ 21-2283 

FAX 23-5116 
小型除雪機械 

整備事業補助 

※１，※2 

町内会または地域に住む３世帯

以上で構成する組合の小型除雪

機械購入費の一部を補助しま

す。 

５０％ 

※１申請書類は、市のホームページに掲載しています。なお、道路除排雪費補助におけ

る道路除排雪計画書および小型除雪機械整備事業補助における小型除雪機械整備事

業補助金交付申請書は、市のホームページからオンライン申請を行うことが出来ます。 

※２今年度の受け付けは終了しました（４～８月受け付け）。 

名 称 概  要 補助限度額 お問合せ先 

克雪すまいづくり 

支援事業 

※３ 

 

※補 助対象地 区

は、北鯖石・田尻・

高田・中通・上米

山・上条・中鯖石・

南鯖石・別俣・野

田・鵜川・北条・

高柳町地区です。 

屋根の雪下ろしを不要にしたい 

個人住宅の克雪化工事費用の

一部を補助します。事前に申

請手続きが必要です。 

 

融雪式住宅  ４

４万円（要援護

世帯 ５５万

円）、その他の

克雪住宅 ３３

万円（要援護世

帯 ４４万円） 

都市整備部 

建築住宅課 

☎ 21-2291 

FAX 23-5116 
屋根の雪下ろしを安全に行いたい 

住宅屋根に命綱固定アンカー

を設置する費用の一部を補助

します。 

※事業者に依頼する場合も設

置が必要です。 

１０万円 

※３今年度の受け付けは１１月末日で終了します（例年４～１１月受け付け）。
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名 称 概  要 補助限度額 お問合せ先 

地域で支え合う 

除雪支援事業 

自ら雪処理を行うことが困難

な世帯に、町内会等の住民が

行う自主的な除雪作業を支援

します。 

１町内会等につ

き上限１０万円

（豪雪時は２０

万円） 

市民生活部 

市民活動支援課 

☎ 43-9127 

FAX 22-5904 

名 称 概  要 補助率 お問合せ先 

高齢者世帯等 

除雪費助成事業 

雪下ろし作業にかかった費用

の一部を助成します。対象

は、次の全ての条件を満たす

６５歳以上の高齢者のみの世

帯や障がいのある方のみの世

帯など 

①自力での雪下ろしができな

い 

②市内に居住する家族・親族

の支援が受けられない 

③世帯員全員の市民税が非課

税または均等割課税である 

※事前に手続きが必要です。 

１日の作業につ

き、かかった費

用の 80％（上

限 2 万円） 

福祉保健部 

介護高齢課 

☎ 21-2228 

FAX 21-4700 

名 称 概  要 お問合せ先 

除雪ボラン 

ティア事業 

おおむね７５歳以上の高齢者のみ世帯または障

がいのある方の世帯にボランティアを派遣し、

住居の玄関から道路までの間で必要な範囲の除

雪と屋根下除雪を行います。 

派遣の目安は、積雪により１階の窓などが雪で

埋まっている状態の世帯です。 

柏崎市社会 

福祉協議会 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

☎ 22-1411 

FAX 22-1441 

※変更・休止または、補助額が上限に達している場合がありますので、ご活用の際は、

必ず実施主体へお問い合わせをお願いします。 

 

 

 

 




